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北海道から鹿追町へ移譲される事務一覧

【平成22年４月１日移譲】

法 令 名 移譲の事務 担 当 課 電  話

母子保健法 低体重児の出生の届出の受理及び未熟児の訪問
指導に関する事務 福祉課食育健康推進係 66-1311

博物館法 博物館の登録等に関する事務 社会教育課図書館係 69-7170

社会教育法 法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命
令に関する事務 社会教育課社会教育係 66-3300

牧野法 牧野の改良・保全等に関する事務
農業振興課農政係

66-4035

果樹農業振興特別措置法 果樹園経営計画の認定に関する事務

家畜取引法 臨時市場に関する事務 農業振興課畜産環境整
備係

分収林特別措置法 分収林契約の募集に係る届出に関する事務
農業振興課農政係

森林法 土地の使用権設定の認可・裁定に関する事務

商工会及び商工会議所による小規
模事業者の支援に関する法律 基盤施設計画及び連携計画の認定等に関する事務

商工観光課商工振興労
政係 66-4034商工会法 商工会の設立認可及び合併認可等に関する事務

中小企業団体の組織に関する法律 協業組合の設立認可等に関する事務

特定非営利活動促進法 特定非営利活動法人の設立認証等に関する事務 企画財政課企画係 66-4032

住宅地区改良法 土地の試掘等の許可に関する事務 建設水道課建築係 66-4033

【平成22年８月１日移譲（8/2事務開始）】

法令名 移譲の事務 担当課 電話

旅券法 一般旅券の発給申請受理・交付に関する事務 町民課戸籍年金窓口係 66-4031

【平成22年12月1日移譲】

法令名 移譲の事務 担当課 電話

大気汚染防止法
揮発性有機化合物に係る規制に関する事務

町民課住民生活係 66-4031

指定物質排出施設に係る規制に関する事務

北海道公害防止条例 大気汚染の規制に関する事務

大気汚染防止法 自動車排出ガスに係る許容限度等に関する事務

北海道公害防止条例 水質汚濁の規制に関する事務

特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律 公害防止統括者等の選任等に関する事務

騒音規制法 規制地域の指定等に関する事務

環境基本法 騒音に係る環境基準の地域類型の指定に関する事
務

振動規制法 規制地域の指定等に関する事務

悪臭防止法 規制地域の指定等に関する事務

北海道公害防止条例 悪臭発生施設に関する事務

墓地、埋葬等に関する法律 火葬場への立入検査等に関する事務

北海道胞衣及び産わい物処理条例 処理所の設置及び収集処理事業の経営許可等に
関する事務

Ｑ
そ
も
そ
も
「
事
務
・
権

限
」
っ
て
何
の
こ
と
？

Ａ
こ
こ
で
の
「
権
限
」
と
は
、
国

や
地
方
公
共
団
体
が
、
法
令
の

規
定
（
き
ま
り
）
に
基
づ
い
て
職
権
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
範
囲
を
い
い
、
国
や
都

道
府
県
、
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に

応
じ
た
事
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

「
事
務
・
権
限
」
と
い
い
ま
す
。

Ｑ
事
務
・
権
限
移
譲
っ
て
何

で
す
か
？

Ａ
都
道
府
県
知
事
が
行
う
べ
き

「
事
務
・
権
限
」
を
、
市
町
村

長
が
行
う
こ
と
は
事
務
の
委
託
な
ど
を
除

き
通
常
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
北
海
道
で
は
、
道
と
市
町
村

の
両
者
で
協
議
の
上
、
市
町
村
が
同
意
し
、

北
海
道
議
会
で
議
決
さ
れ
る
と
、
市
町
村

へ「
事
務
・
権
限
」の
一
部
を
移
譲
す
る（
譲

り
移
す
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

こ
れ
を
「
事
務
・
権
限
移
譲
」
と
い
い
、

北
海
道
で
は
、
平
成
17
年
３
月
に
「
道
州

制
に
向
け
た
道
か
ら
市
町
村
へ
の
事
務
・

権
限
移
譲
方
針
」
を
策
定
し
（
平
成
21
年

３
月
改
訂
）、
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

Ｑ
事
務
・
権
限
移
譲
は
何
の

た
め
に
行
う
の
で
す
か
？

Ａ
事
務
・
権
限
移
譲
は
、「
住
民

の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
身
近
な
事

務
は
、
よ
り
身
近
な
市
町
村
で
」「
地
域

の
事
情
を
良
く
知
り
、
地
域
の
声
が
届
き

や
す
い
の
は
市
町
村
」
と
い
う
考
え
に
基

づ
い
て
い
ま
す
。

　

鹿
追
町
で
は
、
平
成
22
年
度
の
事
務
・

権
限
移
譲
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、「
町

民
の
皆
様
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
率
先

し
て
や
っ
て
い
こ
う
」「
自
主
自
立
の
道

を
歩
む
の
だ
か
ら
、
で
き
る
こ
と
は
積
極

的
に
や
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
考
え
の
も

と
検
討
を
重
ね
、
北
海
道
か
ら
移
譲
を
受

け
る
事
務
・
権
限
を
選
択
し
ま
し
た
。

Ｑ
ど
ん
な
事
務
・
権
限
が
鹿

追
町
に
移
譲
さ
れ
る
の
？

Ａ
一
般
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の

発
給
申
請
受
理
・
交
付
に
関
す

る
事
務
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
特
定
非
営
利
活
動
）

法
人
の
認
証
な
ど
に
関
す
る
事
務
の
ほ

か
、
環
境
関
係
な
ど
、
広
域
に
わ
た
り
事

務
・
権
限
の
移
譲
を
受
け
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

特
集　

北
海
道
か
ら
鹿
追
町
へ
の
事
務
・
権
限
移
譲

よ
り
安
心
で 

安
全
・
便
利
な  

ま
ち
を
目
指
す

鹿
追
町
の
事
務
・
権
限
移
譲

←  さて、事務・権限移譲で鹿追町はどう変わるの？
　  次のページをご覧ください。

　

鹿
追
町
で
は
、
北
海
道
で
行
っ
て
い
る
事
務
・
権
限
に
つ
い
て
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
、

安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
事
務
・
権
限
を
中
心
に
、
移
譲
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
に
向
け
て
は
、
庁
舎
内
で
積
極
的
な
検
討
を
行
い
、
全
道
市
町
村
の
中
で
も
っ

と
も
多
く
事
務
・
権
限
の
移
譲
を
受
け
る
町
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
月
は
事
務
・
権
限
移
譲
に
つ
い
て
、「
事
務
・
権
限
移
譲
っ
て
一
体
な
に
？
」
を
は
じ
め
、

「
事
務
・
権
限
移
譲
で
鹿
追
町
は
ど
う
変
わ
る
？
」
を
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

特集　北海道から鹿追町への事務・権限移譲
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で  

き  
る

パ
ス
ポ
ー
ト
の
取
得
が
鹿
追
町
役

場
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
！

　

平
成
22
年
８
月
２
日
（
月
）
か
ら

■
現
在
は

　
「
と
か
ち
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
」（
帯
広
駅

構
内
エ
ス
タ
東
館
内
）
が
一
般
旅
券
取
得

の
窓
口
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
鹿
追
町

民
の
方
も
、
帯
広
市
ま
で
手
続
き
に
行
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
こ
れ
か
ら
は

　

鹿
追
町
に
住
所
を
有
す
る
方
の
パ
ス

ポ
ー
ト
取
得
は
、
全
て
の
窓
口
事
務
が
鹿

追
町
役
場
で
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
８
月
２
日
（
月
）
か
ら

●
取
扱
時
間

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で

平
成
22
年
７
月
30
日
限
り
で
、
鹿

追
町
に
住
所
を
有
す
る
方
は
と
か

ち
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
で
の
新
規
の

申
請
取
扱
い
が
終
了
し
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課 

戸
籍
年
金
窓
口
係

　

☎
（
66
）
４
０
３
１

※  

詳
し
い
内
容
は
広
報
し
か
お
い
６
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

一
層
安
心

低
体
重
児
出
生
の
届
出
が
鹿
追
町

ト
リ
ム
セ
ン
タ
ー
で
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
！

　

平
成
22
年
４
月
１
日
（
木
）
か
ら

■
現
在
は

　

低
体
重
児
（
２
５
０
０
グ
ラ
ム
未
満
の

乳
児
）
が
出
生
し
た
と
き
は
、
十
勝
保
健

福
祉
事
務
所
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

■
こ
れ
か
ら
は

　

鹿
追
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
は
、
ト

リ
ム
セ
ン
タ
ー
で
届
出
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
４
月
１
日
（
木
）
か
ら

●
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課 

食
育
健
康
推
進
係

　

☎
（
66
）
１
３
１
１

　

で  

き  

る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
特
定
非
営
利
活
動
）
法
人

の
設
立
認
証
等
手
続
き
が
鹿
追
町
役

場
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
！

　

平
成
22
年
４
月
１
日
（
木
）
か
ら

■
現
在
は

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
の
届
出
や
事
業
報

告
書
提
出
な
ど
十
勝
支
庁
へ
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

■
こ
れ
か
ら
は

主
た
る
事
務
所
を
鹿
追
町
に
設
置
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
の
届
出
は
鹿
追
町
役
場
で
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
４
月
１
日
（
木
）
か
ら

●
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
財
政
課 

企
画
係

　

☎
（
66
）
４
０
３
２

　

一
層
安
心

さ
ら
に
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

を
。
環
境
保
全
の
事
務
・
権
限
の

一
部
を
鹿
追
町
が
担
い
ま
す
！

　

平
成
22
年
12
月
１
日
（
水
）
か
ら

■
現
在
は

　

環
境
に
関
す
る
多
く
の
事
務
・
権
限
は

北
海
道
に
あ
り
、
法
令
に
基
づ
い
て
規
制

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
こ
れ
か
ら
は

　

町
民
皆
さ
ん
の
声
が
届
き
や
す
い
鹿
追

町
へ
移
譲
さ
れ
ま
す
。

（
項
目
は
３
ペ
ー
ジ
一
覧
を
ご
覧
く
だ
さ

い
）

●
個
々
の
家
庭

　

今
回
の
事
務
・
権
限
移
譲
で
直
接
行
わ

れ
る
規
制
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

こ
れ
ま
で
も
対
象
で
あ
っ
た
一
部
畜

産
業
の
方

　

こ
れ
ま
で
十
勝
支
庁
に
出
し
て
い
た
水

質
汚
濁
、
悪
臭
防
止
の
関
係
の
届
出
が
役

場（
町
民
課
）で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
立
ち
入
り
検
査
な

ど
も
役
場
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
将
来
に
向
け
て

　

今
回
移
譲
を
受
け
る
も
の
は
、
お
お
む

ね
大
き
な
事
業
所
や
工
場
な
ど
に
関
す
る

規
制
や
届
出
、
規
制
す
る
地
域
指
定
の
た

め
の
事
務
・
権
限
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
、

今
後
町
内
で
大
規
模
な
事
業
を
行
お
う
と

す
る
事
業
者
に
対
し
て
は
規
制
が
加
わ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

● 

で
き
る
限
り
積
極
的
に
環
境
保
全

を
！

　

鹿
追
町
は
「
環
境
」
を
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

町
民
皆
さ
ん
と
一
体
と
な
っ
て
の
取
り
組

み
が
、
美
し
く
安
心
な
鹿
追
町
を
創
出
し

て
き
ま
し
た
。

【
環
境
】
鹿
追
町
の
主
な
取
り
組
み

●
環
境
美
化
宣
言

● 

環
境
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
き

ま
り
条
例
制
定

●
花
と
芝
生
の
町
づ
く
り
の
推
進

● 

バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
の
設
置

な
ど

　

平
成
22
年
度
、
北
海
道
へ
移
譲
要
望
し

た
事
務
・
権
限
は
、
環
境
保
全
に
関
す
る

も
の
が
特
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

更
な
る
安
心
と
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
と
、

小
規
模
自
治
体
と
し
て
可
能
な
限
り
積
極

的
に
、
地
球
規
模
で
環
境
保
全
の
一
翼
を

担
う
べ
く
取
り
組
む
も
の
で
す
。

　

町
民
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課 

住
民
生
活
係

　

☎
（
66
）
４
０
３
１

事
務
・
権
限
移
譲
の
こ
と
を

も
っ
と
知
り
た
い
方
は 

…

　

北
海
道
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
道
か

ら
市
町
村
へ
の
事
務
・
権
限
移
譲
」
な
ど
、

地
方
分
権
・
道
州
制
に
つ
い
て
詳
し
く
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

○  

北
海
道 

総
合
政
策
部 

地
域
主
権
局

道
州
制
グ
ル
ー
プ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

  http://w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/ss/

cks/index.htm

○ 

鹿
追
町
企
画
財
政
課
企
画
係

　

 

☎
（
66
）
４
０
３
２

　

  

Ｅ
メ
ー
ル　

seisaku@
tow
n.shikaoi.

hokkaido.jp

Ｑ
事
務
・
権
限
移
譲
で
鹿
追
町
は

ど
う
変
わ
る
の
？

特集　北海道から鹿追町への事務・権限移譲

みんな一緒に

美しく　安心な
　まちをつくっていこう
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